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税

土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
や

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と
証
明
が
で
き
ま
す

■
土
地
・
家
屋
の
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
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●
縦
覧
期
間　

４
月
３
日�
〜
５
月　

日
３１

�
（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）午
前
８

時　

分
〜
午
後
５
時　

分

３０

１５

●
縦
覧
場
所　

市
税
課

●
縦
覧
で
き
る
人

①
市
内
に
土
地
や
家
屋
を
所
有
し
て
い
る

　

納
税
者
及
び
そ
の
同
居
親
族

②
納
税
管
理
人

※
来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
左
記
参
照
）の
提
示
が
必
要
で
す
。

●
帳
簿
の
内
容　

土
地�
所
在
、
地
番
、

地
目
、
地
積
、
当
該
年
度
の
価
格　

家
屋�
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

建
築
年
、
床
面
積
、
当
該
年
度
の
価
格

※
こ
れ
ら
の
土
地
・
建
物
の
帳
簿
に
は
課

税
標
準
額
を
登
載
し
て
い
ま
せ
ん
。

●
そ
の
他

①
個
人
情
報
保
護
の
た
め
、
所
有
者
の
氏 

　

名
、
住
所
は
縦
覧
帳
簿
に
表
示
し
て
い

　

ま
せ
ん

②
本
人
以
外
の
評
価
内
容
や
個
人
情
報
に

　

か
か
わ
る
質
問
に
は
お
答
え
で
き
ま
せ
ん

③
縦
覧
帳
簿
の
複
写
や
電
話
に
よ
る
縦
覧

　

内
容
の
照
会
は
で
き
ま
せ
ん

■
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧
と
証
明
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●
請
求
場
所　

市
税
課

●
閲
覧
で
き
る
人

①
納
税
義
務
者
及
び
そ
の
同
居
親
族

②
納
税
管
理
人

③
借
地
借
家
人
な
ど（
契
約
に
か
か
る
資

　

産
の
み
で
、
該
当
す
る
資
産
の
賃
貸
借

　

契
約
書
の
提
示
が
必
要
）

※
い
ず
れ
も
閲
覧
資
格
を
証
明
す
る
も
の

と
来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
左
上
参
照
）の
提
示
が
必
要
で
す
。

●
証
明
が
と
れ
る
人

①
課
税
台
帳
の
閲
覧
が
で
き
る
人

②
訴
訟
当
事
者
な
ど

※
来
庁
者
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の

（
左
上
参
照
）の
提
示
が
必
要
で
す
。

■
課
税
明
細
書
に
つ
い
て
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■
閲
覧
用
「
土
地
台
帳
」「
家
屋
台
帳
」

●
変
更
内
容　

土
地
台
帳
と
家
屋
台
帳
か

ら
所
有
者
の
氏
名
と
住
所
及
び
未
登
記
家

屋
を
削
除
し
ま
す
。
な
お
、
土
地
及
び
家

屋
の
所
有
者
は
、
名
古
屋
法
務
局
刈
谷
支

局（
刈
谷
市
若
松
町
１�
　
�
１
刈
谷
地

４６

方
合
同
庁
舎
内
／�
〈　

〉０
０
８
６
）の

２１

登
記
事
項
証
明
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

※
登
記
さ
れ
て
い
る
土
地
・
家
屋
に
限
り

ま
す

■
固
定
資
産
証
明

●
変
更
内
容　

左
記
の
証
明
を
代
理
人
が

申
請
す
る
場
合
は
、
委
任
状
が
必
要
で
す
。

た
だ
し
、
申
請
者
本
人
が
市
内
に
在
住
し
、

代
理
人
が
本
人
と
同
じ
世
帯
の
親
族
の
場

合
は
不
要
で
す
。

�
新
た
に
委
任
状
が
必
要
と
な
る
証
明

市
街
化
・
調
整
区
域
証
明（
物
件
証
明
）、

土
地
証
明（
車
庫
証
明
用
）、家
屋
証
明
、

諸
証
明

■
名
寄
せ

●
変
更
内
容　

改
ざ
ん
防
止
用
の
用
紙
に

な
り
、
こ
れ
ま
で
掲
載
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
非
課
税
物
件
も
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
す
。

来庁者の本人確認をします

������������

������������

������������

��������	
��

①来庁者が本人及び同じ世
帯の親族の場合�運転免許
証、旅券、住民基本台帳カ
ード、外国人登録証明書、
国民年金手帳、健康保険の
被保険者証などの身分証明
書　※同じ世帯の親族が市
外在住者の場合、委任状な
どが必要です。
②来庁者が上記以外の場合
�委任状、代理権授与通知
書など本人から委任を受け
たことを証明する書類（法
人の場合は、代表者印を押
印したもの）と、前記の身
分証明書などが必要です。
※詳細は市ホームページで
もご覧いただけます。

問
い
合
わ
せ
▼
市
税
課

固
定
資
産
台
帳
閲
覧
・
証
明
の

取
り
扱
い
に
つ
い
て
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●
と
き
�

３
月　

日�
午
前
９
時
〜
午
後

２９

４
時　

分
３０

●
と
こ
ろ
�

市
役
所
西
会
館
駐
車
場（
旧

市
婦
人
会
館
前
）集
合�
 
九 
こ
こ
の 

重  
味  
淋 �
（
み

え 

み 
り
ん
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募　集

親
子
圏
域
め
ぐ
り
の
参
加
者
を

募
集
し
ま
す

り
ん
の
専
門
博
物
館
）見
学�
へ
き
な
ん

た
ん
ト
ピ
ア（
電
気
の
実
験
・
発
電
所
）見

学�
境
川
浄
化
セ
ン
タ
ー（
下
水
道
処
理

施
設
）見
学�
�
キ
ャ
ッ
チ
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク（
放
送
施
設
）見
学

●
定
員
�

小
学
生
と
そ
の
親　

人
４０

●
参
加
費
�

無
料（
昼
食
と
飲
み
物
は
各

自
で
用
意
）

●
申
し
込
み　

３
月
７
日�
午
前
９
時
か

ら
電
話
で
企
画
政
策
課
へ

問
い
合
わ
せ
▼
企
画
政
策
課

所所所所所所所所所所所得得得得得得得得得得得税税税税税税税税税税税ととととととととととと市市市市市市市市市市市県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民税税税税税税税税税税税ののののののののののの
申申申申申申申申申申申告告告告告告告告告告告期期期期期期期期期期期限限限限限限限限限限限ははははははははははは３３３３３３３３３３３月月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１１５５５５５５５５５５５日日日日日日日日日日日�����������ででででででででででですすすすすすすすすすす！！！！！！！！！！！

　申告の期限が迫ってきました。まだ申告が済んでいない
人は、お早めにお願いします。
●提出は郵送でもできます
確定申告書の場合�刈谷税務署（〒４４８－８５２３刈谷市若松町
　１丁目４６番地１）へ郵送してください
市県民税の申告書の場合�申告書に同封された返信用封筒
　をご利用ください
●下記の申告は刈谷税務署・碧南市文化会館へ
※開設期間は３月１５日�までです。
①営業等所得、農業所得（お知らせ額の人を除く）、または
　不動産所得がある場合
②住宅借入金等特別控除を申告する場合
③土地、家屋、株式等の譲渡所得、先物取引による雑所得
　がある場合
④贈与税、相続税、消費税を申告する場合
●市役所会場で確定申告をする場合
　申告書の第２表を記入した人から順に番号札を配り、受
け付けを行います。申告相談会場は大変混雑していますの
で、「申告書の手引き」や昨年の控えを参考にして、事前に
記入をお願いします。なお、３月１６日�以降は、市役所で
は確定申告の受け付けができませんので、刈谷税務署へお
出かけください。
問い合わせ ▼刈谷税務署（�〈２１〉６２１１）または市税課
刈谷税務署ホームページ　http://www.nagoya.nta.go.jp/kariya

境川浄化センター

　１１年前の「阪神・淡路大震災」では地震の直後に「地

震再来流言」が広まりました。「大きな地震がまた襲って

くる」「震度６の大地震がもう一度起こる」といった深刻

なデマが流れ、各地の気象台に問い合わせが殺到したの

です。

　アメリカにもデマに関する有名な話があります。１９３８

年にオーソン・ウェルズのラジオドラマが引き起こした

「火星人襲来」騒ぎです。このとき「宇宙戦争」という

物語が放送されたのですが、ドラマを早のみ込みした人

々が勘違いをしてパニックを起こしました。ただし冷静

な聴取者もいました。断片的な情報をうのみにするので

はなく、ほかのラジオの情報を聴いたり、知人に電話を

したりするなどして、二重、三重の確認をした人たちで

す。

　現在、市では避難所や関連施設に地域防災無線のネッ

トワークを構築しています。それ以外にも携帯電話を使

った通信システム、ケーブルテレビやラジオ放送を使っ

た広報システム、庁車を使っての広報活動など何通りも

の方法で皆さんへ情報を発信していきます。

　もちろん災害情報は、行政だけでなく警察、消防、テ

レビ局、新聞社などにも同時に配信され、それぞれが多

様な手段で住民に災害情報を伝達していきます。ただし、

情報は伝言ゲームと同じで、中間に媒体が入れば入るほ

ど、もれや誤りが出る危険性が高まります。これを回避

するためにも情報の入手先・確認先を多く作っておくこ

とが大切なのです。

　そして情報の受け手である皆さんも、情報の内容を何

度もチェックすることによりデマや流言に惑わされるこ

となく、適切な災害対応をするよう心がけましょう。

災害情報をいち早くお知らせします


